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建設副産物情報交換システム「COBRIS」の運用について（R5.1更新） 

 
県土整備部発注工事では、請負者が作成している再生資源利用計画書（実施書）及び再

生資源利用促進計画書（実施書）について、建設副産物情報交換システム「COBRIS」（以

下「COBRIS」）を導入し、運用することとしています。 
 
（１） 対象工事 
 建設リサイクル法対象工事、資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事又は

その両方に該当する工事 
 ・建設リサイクル法対象工事：請負代金の額 500 万円以上の特定建設資材を用いた工事 
 ・資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事 

  

（２） 提出方法 
①「COBRIS」へ加入  

② 対象工事を登録又は登録情報に変

更が生じた時に更新 
⑤ 完成時に実績を登録 

③・⑥ 様式及び「チェックリスト」を

出力し、登録情報を確認。 
 

④ 工事着手前又は変更が生じた時に出力様式を１部提出  
（A） 建設副産物情報交換システム工事登録証明書（別添） 
（B） 再生資源利用計画書（様式１・イ） 
（C） 再生資源利用促進計画書（様式２・ロ） 
【参考提示】チェックリスト ※１ 

⑦ 完成時に出力様式を１部提出  
（A） 建設副産物情報交換システム工事登録証明書（別添） 
（D） 再生資源利用実施書（様式１） 
（E） 再生資源利用促進実施書（様式２） 
【参考提示】チェックリスト ※１ 
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① 請負者は、建設副産物情報センターHP より「COBRIS」に加入する。 
建設副産物情報センターHP  URL：http://www.recycle.jacic.or.jp/ 

② 請負者は、「COBRIS」に対象の工事情報を登録する。また、既に登録している

場合に登録情報に変更が生じた時に情報の更新を行う。 
③ 請負者は、対象工事を登録又は更新した時に、様式（A）、（B）、（C）及び「チ

ェックリスト」を出力し、登録情報に誤りがないか確認し、疑義が生じた場合は

監督員と協議の上、適切に登録する。 
④ 請負者は、工事着手前又は登録情報に変更が生じた時に更新した場合、「COBRIS」

から出力した次の様式を１部監督員に提出・説明のうえ、現場掲示様式を公衆が

見やすい場所に掲示する。この時、請負者は「チェックリスト」を監督員に参考

提示する。 
（A） 建設副産物情報交換システム工事登録証明書（別添） 
（B） 再生資源利用計画書（様式１・イ） 
（C） 再生資源利用促進計画書（様式２・ロ） 
【参考提示】チェックリスト 

監督員は、提出された書類の記載内容を確認する時、請負業者が参考提示し

たチェックリストを参考に、登録情報に誤りがないか確認する。この時、修正

があった場合には必ず、請負者にシステム上での修正と再提出を求めること。 
（本システムへの工事情報の登録確認は、（A）の提出により行うものとする。） 

⑤ 請負者は、完成時、「COBRIS」に対象工事の実績を登録する。 
⑥ 請負者は、実績を登録した時に、様式（A）、（D）、（E）及び「チェックリス

ト」を出力し、登録情報に誤りがないか確認し、疑義が生じた場合は監督員と協

議の上、適切に登録する。 
⑦ 請負者は、実績を登録した場合、「COBRIS」から出力した次の様式を１部監督

員に提出する。この時、請負者は「チェックリスト」を監督員に参考提示する。 
（A） 建設副産物情報交換システム工事登録証明書（別添） 
（D） 再生資源利用実施書（様式１） 
（E） 再生資源利用促進実施書（様式２） 

監督員は、提出された書類の記載内容を確認する時、請負業者が参考提示し

たチェックリストを参考に、登録情報に誤りがないか確認する。この時、修正

があった場合には必ず、請負者にシステム上での修正と再提出を求めること。 
（本システムへの工事情報の登録確認は、（A）の提出により行うものとする。） 

 
※１ チェックリストの出力方法及びチェックリストに表示された各項目の解説につ

いては、下記の解説書を参照すること。 
チェックリスト解説書（平成30年度建設副産物実態調査：COBRIS排出事業者用） 
URL：https://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/release/H30chk_cobris2.pdf 

 
（３） 「COBRIS」の操作に要する費用は、共通仮設率に含まれる。 
  

http://www.recycle.jacic.or.jp/
https://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/release/H30chk_cobris2.pdf


（別添 2） 

 3 / 3 
 

（４） 適用年月日 
令和５年１月１日以降に当初請負契約を締結する工事 

（既契約工事についても、この運用の適用を妨げるものではない） 

 
（５） 「COBRIS」利用申し込み等、システムに関する問合せ先 

建設副産物情報センター  URL：http://www.recycle.jacic.or.jp/ 
（TEL）03-3505-0410   
 
本運用に関する問合せ先 

   福岡県 県土整備部 企画課 技術調査室 技術調査班 
   （TEL）092-643-3644  （内線）4454     

http://www.recycle.jacic.or.jp/













